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【
更
新
登
録
】
市
営
自
転
車
駐

車
場
の
利
用
者
の
方
で
、
６
カ
月

利
用
（
９
月　

日
ま
で
）
の
方
は
、

３０

利
用
登
録
期
間
の
期
限
が
切
れ

ま
す
。　

月
１
日
以
降
も
継
続
し

１０

て
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、
９

月　

日
（
金
）
ま
で
に
更
新
手
続

２６
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
登
録
期
間
を
過
ぎ
た
自

転
車
は
、
撤
去
の
対
象
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。　

　
【
新
規
登
録
】市
営
自
転
車
駐
車

場
は
、
ま
だ
若
干
の
ゆ
と
り
が
あ

り
ま
す
。　

月
１
日
か
ら
登
録
を

１０

希
望
さ
れ
る
方
は
、
９
月　

日
２４

（
水
）
か
ら
受
け
付
け
ま
す

　
【
登
録
申
請
書
等
の
配
布
場
所
】

地
域
政
策
課
（
市
役
所
５
階
）
ま

た
は
東
第
９
一
時
利
用
自
転
車
駐

休

日

診

療

の 

薬

剤

に

つ

い

て

　

Ｑ　

休
日
診
療
で
福
祉
会
館
へ

行
っ
た
の
で
す
が
、
薬
剤
の
種
類

が
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
痛
み
止
め
の
注
射
の

在
庫
も
無
い
と
感
じ
ま
し
た
が
。

　

Ａ　

休
日
診
療
の
担
当
の
医
師

が
、
受
診
さ
れ
た
方
に
処
方
し
よ

う
と
し
た
薬
剤
が
無
か
っ
た
と
の

こ
と
、
ご
心
配
を
お
掛
け
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
薬
の
効
果
や
用
途

（
薬
効
や
適
応
症
）
は
、
ほ
ぼ
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
て
、

そ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
薬
を
変
更

す
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
に
は
な

り
ま
せ
ん
。

　

休
日
診
療
所
と
い
う
限
ら
れ
た

ス
ペ
ー
ス
で
、
す
べ
て
の
薬
を
置

い
て
お
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

医
師
も
交
代
で
仕
事
を
し
て
い
る

た
め
、
そ
の
日
の
医
師
の
好
み
に

あ
っ
た
薬
を
置
い
て
お
く
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
、�
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
代
表
的
な
薬
剤
を
ひ
と
つ
�・

�
ま
れ
な
病
気
に
対
す
る
薬
よ
り
、

一
般
的
な
病
気
に
対
す
る
薬
�
と

い
う
考
え
に
基
づ
い
て
薬
を
用
意

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
を
ご
理
解
い

た
だ
き
納
得
い
た
だ
け
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。　　
　

　
�
痛
み
で
苦
し
ん
で
お
ら
れ
る

方
へ
の
痛
み
止
め
の
注
射
も
無
い

の
で
は
と
の
こ
と
で
す
が
、
鎮
痛

解
熱
剤
の
注
射
に
関
し
て
は
、
頻

度
は
少
な
い
も
の
の
そ
の
副
作
用

が
生
じ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
ず
、

入
院
設
備
が
無
い
場
合
に
は
使
用

し
な
い
と
考
え
て
い
る
医
師
も
い

ま
す
。
ま
た
、
休
日
や
夜
間
な
ど

の
救
急
対
応
施
設
は
、
ま
ず
軽
症

の
患
者
さ
ん
に
対
応
で
き
る
一
次

救
急
、
一
次
救
急
で
は
対
応
で
き

な
い
検
査
や
治
療
を
行
う
二
次
救

急
、
非
常
に
重
篤
な
状
態
で
あ
り

集
中
治
療
な
ど
が
必
要
に
な
る
場

合
に
は
三
次
救
急
と
い
う
よ
う
に

区
別
さ
れ
た
役
割
を
も
っ
て
い
ま

す
。
休
日
診
療
所
は
、
休
日
の
急

　

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が

「
お
も
い
や
り　

人
に
車
に　

こ

の
街
に
」
を
メ
ー
ン
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
、
９
月　

日
（
日
）
〜　

日

２１

３０

（
火
）
の　

日
間
で
実
施
さ
れ
ま

１０

す
。

　

今
年
の
重
点
は
、
▼
高
齢
者
の

交
通
事
故
防
止
、
特
に
薄
暮
時
に

病
の
方
を
診
察
治
療
さ
せ
て
い
た

だ
く
と
い
う
目
的
で
運
営
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
す
べ
て
の
患
者
さ
ん

に
対
応
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

一
次
救
急
を
行
う
施
設
と
考
え

て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
方

は
近
く
の
二
次
救
急
施
設
へ
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

痛
み
が
ひ
ど
く
坐
薬
な
ど
の
鎮
痛

剤
で
対
処
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ

る
場
合
に
は
、
体
の
中
で
大
き
な

事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
可
能
性
も

あ
り
、二
次
救
急
施
設
へ
転
送
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
休
日
診
療
所

の
役
目
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
休
日
診
療
所
は
、
ス

ペ
ー
ス
と
検
査
機
器
の
不
足
の
た

め
十
分
な
医
療
を
行
え
て
い
な
い

こ
と
も
事
実
で
す
。
今
後
こ
の
よ
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自
転
車
駐
車
場

　
　
　

更
新
手
続
き
は　

日（
金
）ま
で

２６

　
　
　

新
規
登
録
は　

日（
水
）か
ら

２４

車
場
詰
め
所
お
よ
び
西
第
７
一
時

利
用
自
転
車
駐
車
場
詰
め
所

　
【
更
新
・
新
規
登
録
受
付
場
所
】

▼
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
着
用
の
徹
底
で
す
。
こ

の
運
動
期
間
中
に
、
正
し
い
交
通

ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣

付
け
て
、
交
通
事
故
を
減
少
さ
せ

ま
し
ょ
う
。
特
に
自
転
車
利
用
者

に
よ
る
交
通
事
故
や
迷
惑
行
為
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
市
民
一
人
ひ

と
り
が
ル
ー
ル
を
守
り
、
交
通
道

徳
を
向
上
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

運

転

者

講

習

会

　
【
日
時
】
９
月　

日
（
木
）
午
後

２５

７
時
〜
８
時

　
【
会
場
】
中
央
図
書
館
視
聴
覚

ホ
ー
ル　

　
【
内
容
】
田
無
警
察
署
員
に
よ

る
交
通
安
全
の
講
話
と
映
画
上
映

　
【
持
ち
物
】
運
転
者
講
習
カ
ー

ド
　

詳
し
く
は
地
域
政
策
課
都
市
交

通
係
�　

・
７
７
６
４
ヘ
。

７０

当
＝
行
政
相
談
員
。　

月
１０

３
日
の
午
前
８
時
半
か
ら

先
着
順
に
電
話
予
約
を
受

け
付
け

　

☆
年
金
・
労
災
・
失
業

保
険
・
人
事
管
理
等
相
談

　
　

月　

日
の
午
後
１
時

１０

２２

か
ら
、
市
役
所
２
階
相
談

室
。
担
当
＝
社
会
保
険
労

務
士
。　

月　

日
の
午
前

１０

１６

８
時
半
か
ら
先
着
順
に
電

話
予
約
を
受
け
付
け　

　
【
子
ど
も
】

　

☆
教
育
相
談
室

　

▽
中
央
相
談
室
（
教
育

セ
ン
タ
ー
〈
成
美
教
育
文

化
会
館
〉
内
）
�　

・
３

７３

６
６
７
＝
毎
週
火
曜
日
〜

土
曜
日
の
午
前　

時
〜
午

１０

後
５
時
。
電
話
相
談
も
可

　

▽
滝
山
相
談
室
（
西
中

隣
）
�　

・
８
９
０
９
＝

７５

役
所
２
階
相
談
室
。
担
当

＝
税
理
士
。　

月
３
日
の

１０

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
人
権
身
の
上
相
談　

　

月　

日
の
午
後
１
時
か

１０

１５

ら
、
市
役
所
２
階
相
談
室
。

担
当
＝
人
権
擁
護
委
員
。

　

月
７
日
の
午
前
８
時
半

１０か
ら
先
着
順
に
電
話
予
約

を
受
け
付
け
。

　

☆
不
動
産
相
談　
　

月
１０

　

日
の
午
後
１
時
か
ら
、

１５市
役
所
２
階
相
談
室
。
担

当
＝
宅
地
建
物
取
引
主
任

者
。　

月
９
日
の
午
前
８

１０

時
半
か
ら
先
着
順
に
電
話

予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
交
通
事
故
相
談　

９

月　

日
の
午
後
１
時
か
ら
、

２４
市
役
所
２
階
相
談
室
。
担

当
＝
弁
護
士
、
都
交
通
事

故
相
談
員
。
９
月　

日
の

１８

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
行
政
手
続
相
談　
　
１０

月
８
日
の
午
後
１
時
か
ら
、

市
役
所
２
階
相
談
室
。
担

　
【
専　

門
】　

　

※
予
約
は
広
報
課
�　

・
７０

７
７
７
７
（
代
）
へ
。

　

☆
法
律
相
談　
　

月
１

１０

日
・
８
日
の
午
前　

時
か

１０

ら
、
市
役
所
２
階
相
談
室
。

担
当
＝
弁
護
士
。
い
ず
れ

も
９
月　

日
の
午
前
８
時

２６

半
か
ら
（
チ
ャ
イ
ム
が

鳴
っ
て
か
ら
）、先
着
順
に

電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
登
記
相
談　
　

月
１

１０

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市

役
所
２
階
相
談
室
。
土
地

等
の
所
有
権
移
転
な
ど
。

担
当
＝
司
法
書
士
。
９
月

　

日
の
午
前
８
時
半
か
ら

２５先
着
順
に
電
話
予
約
を
受

け
付
け
。

　

☆
表
示
登
記
相
談　
　
１０

月
１
日
の
午
後
１
時
か
ら
、

市
役
所
２
階
相
談
室
。
建

物
の
新
・
増
・
改
築
の
登

記
な
ど
。
担
当
＝
土
地
家

屋
調
査
士
。
９
月　

日
の

２５

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
税
務
相
談　
　

月
８

１０

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市

毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日
の

午
前　

時
〜
午
後
５
時
。

１０

電
話
相
談
も
可
。

　
【
仕　

事
】

　

☆
職
業
相
談　

平
日
の

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
、

市
役
所
６
階
東
久
留
米

ワ
ー
ク
コ
ー
ナ
ー
。
都
内

全
域
と
所
沢
・
朝
霞
近
辺

の
求
人
が
パ
ソ
コ
ン
で
検

索
可
能
。
担
当
＝
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
三
鷹
職
員
。
直
接

会
場
へ
。

　
【
消
費
者
】

　

☆
消
費
者
相
談　

平
日

の
午
前
９
時
半
〜
午
後
４

時
半
、
市
民
生
活
館
１
階
。

訪
問
販
売
に
よ
る
被
害
な

ど
。
担
当
＝
消
費
生
活
相

談
員
。
電
話
相
談
�　

・
７３

４
５
０
５
も
可
。

　
【
悩
み
ご
と
】

　

☆
電
話
な
ん
で
も
相
談

（
東
久
留
米
市
社
会
福
祉

協
議
会
）　

水
曜
日
を
除

く
平
日
の
午
前　

時
〜
午

１０

後
４
時
、
�　

・
４
２
９

７４

４
。

　市では、行政相談委員による特設行政相談所を開設します。
　国・都・市等の行政機関やＪＲ・ＮＴＴ等の特殊法人、公的行政機関
から委任され補助金を受けている法人等について、苦情や意見・要望は
ありませんか。
　そのようなときは「行政相談委員」が相談に応じています。行政相談
委員は、総務大臣から委嘱された民間有識者で、身近なところで活躍し
ています。相談費用は無料です。
　【開設日時】１０月７日（火）午後１時半～４時
　【開設場所】市役所１階屋内ひろば
　【行政相談委員】新藤智子氏（浅間町３ノ３ノ１６�２２・２２８６）、栄田征子
氏（本町２ノ４ノ１１�７１・２４１６）、當麻好雄氏（東本町１４ノ１４�７３・７４３０）
　詳しくは広報課広聴担当�７０・７７０８へ。

う
な
問
題
点
を
ひ
と
つ
ず
つ
で
も

改
善
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
皆

さ
ん
に
安
心
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
な
医
療
を
提
供
し
て
い
く
こ
と

が
責
務
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後

と
も
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
健
康
課
�　

・
０
０

７７

２
２
ま
た
は
広
報
課
広
聴
担
当
�

　

・
７
７
０
８
へ
。

７０

　
　

月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、

１０
全
国
一
斉
に
住
宅
・
土
地
統
計
調

査
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、

わ
が
国
の
住
宅
と
そ
こ
に
居
住
す

る
世
帯
や
世
帯
の
保
有
す
る
土
地

等
の
実
態
を
把
握
す
る
大
規
模
な

統
計
調
査
で
す
。
東
久
留
米
市
で

は
、
約
３
４
０
０
世
帯
が
対
象
と

な
り
ま
す
。
９
月
下
旬
か
ら　

月
１０

上
旬
の
間
に
、
調
査
員
が
対
象
に

な
っ
た
皆
さ
ん
の
お
宅
に
調
査
票

の
記
入
の
お
願
い
と
受
け
取
り
に

伺
い
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
員
を
は
じ
め
統
計

関
係
者
は
調
査
票
の
内
容
を
ほ
か

に
漏
ら
し
た
り
、
統
計
を
作
る
目

的
以
外
に
調
査
票
を
使
用
す
る
こ

と
は
統
計
法
に
よ
り
固
く
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
総
務
部
総
務
課
庶
務

係
�　

・
７
８
１
９
へ
。

７０

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
中
に
あ
る

「
市
民
の
作
る
市
民
の

ペ
ー
ジ
」
は
公
募
に
よ
る

６
人
の
市
民
の
皆
さ
ん
が

自
ら
企
画
し
、
取
材
・
作

成
し
た
手
作
り
の
ペ
ー
ジ

で
す
。
ぜ
ひ
一
度
ア
ク
セ

ス
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

親
し
み
の
あ
る
内
容
を

今
後
も
掲
載
し
て
い
く
予

定
で
す
。
ご
覧
に
な
っ
た

方
の
感
想
や
ご
意
見
を
ぜ

ひ
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
現

在

の

内

容
】 

・
黒
目
川
と
そ
の
周
辺 

・
こ
ど
も
と
一
緒
に
楽
し

も
う 

・
市
内
施
設
で
の
一
コ
マ

・
身
近
な
農
作
物

・
車
い
す
で
出
掛
け
よ
う

　

詳
し
く
は
広
報
課
広
報

担
当
�　

・
７
７
０
８
へ
。

７０

【市ホームページアドレス】http://www.city.higashikurume.tokyo.jp

★行政手続相談＝毎月第２水曜日（２月を除く）
　紛争性のない法律書類の作成や相談業務、各種許認可
手続きなど、行政相談員が市民の暮らしを支援します。
　例えば、契約書類や内容証明文の作成、ＮＰＯ法人の
設立や運営のお手伝い、成年後見や介護保険の手続き、
遺言状の作成、相続財産の調査、消費者問題（クーリン
グオフ含む）など、お気軽にご相談ください。
★年金・労災・失業保険・人事管理等相談＝毎月第４水
曜日（１２月を除く）
　皆さんの日常生活上の問題を、信頼できる身近な相談
相手として社会保険労務士が支援します。
　例えば、年金の相談・請求、失業保険受給中にアルバ
イトをした場合、事業所で転んでけがをした場合、通勤
中自転車で転んでけがをした場合など、直接行政機関や
会社に聞きづらい問題・悩み事など、お気軽にご相談く
ださい。
　詳しくは広報課広聴担当�７０・７７０８へ。

秋
の
全
国
交
通

　

安
全
運
動
を
実
施

９
月　

日
（
日
）
〜　

日
（
火
）

２１

３０
地
域
政
策
課

　

詳
し
く
は
同
課
都
市
交
通
係

�　

・
７
７
６
４
ヘ
。

７０
お
け
る
歩
行
中
の
事
故
防
止
▼
二

輪
車
・
自
転
車
の
交
通
事
故
防
止

１０月から市の無料法律相談に
行政手続相談と年金・労災・
失業保険・人事管理等相談を

新たに開設します

　

東
京
都
で
も
、
交
通
事

故
相
談
を
行
っ
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
�　

・
５

０３

３
２
０
・
７
７
３
３
へ
お

問
い
合
わ
せ
を
。

　

月
１
日

1０住
宅
・
土
地

統
計
調
査
に

ご
協
力
を

ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
！

『
市
民
の
作
る

市
民
の
ペ
ー
ジ
』


